
監理団体は３カ月に一度実施者のもとで監査を行いその結果を外国人技能実習機

構へ提出することが技能実習法で義務付けられています。

特定技能外国人関連においても、3か月に一度、所属機関と特定技能外国人と面談を行

い、その結果を入国管理局へ提出することが出入国管理及び難民認定法で義務付けられ
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■監理団体からのお知らせ■
来月は令和７年度最初の定期監査・定期面談月となります。改めて監査日程のお知らせをご連絡いたしますので、実施

者の皆様におかれましてはお忙しいところ恐縮ですがご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
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自転車の交通違反への反則金制度（青切

符）について、警察庁は２０２６年４月１日

から始める方針を決めました。

反則金の額などを定めた道路交通法施行

令などの改正案をまとめ、相次ぐ自転車

による悪質な違反や事故の防止を目的に

違反処理の制度が大きく見直されていま

す。

技能実習生、特定技能外国人の皆さんは

出勤時ではもちろんプライベートでも使

用する機会が多いです。

弊組合でも実習生・特定技能外国人へ自

転車の乗り方やルールについて改めてお

知らせしていきますが、実施者の皆様に

もご周知のご協力の程、宜しくお願い致

します。

２０２６年４月から 自転車反則金開始
■取り締まり対象となる自転車の主な違反と反則金額

反則切符（青切符）

・スマートフォンや携帯電話の使用 1万2,000円

・遮断踏切立ち入り 7,000円

・信号無視 6,000円

・通行区分違反（逆走、歩道通行） 6,000円

・指定場所一時不停止 5,000円

・無灯火 5,000円

・制動装置不良（ブレーキ不良等） 5,000円

・傘さし、イヤホン使用での必要な

音が聞こえない等 5,000円

・緊急車妨害 5,000円

・並進禁止違反（横に２台以上並んで走る） 3,000円

・２人乗り、過積載等 3,000円

交通切符（赤切符）

・酒酔い運転

・酒気帯び運転

・あおりなどの妨害運転

・スマホなどの使用で危険を生じさせた場合

・運転者講習受講命令違反

２０２５年6月１日より職場における熱中症対

策を強化する為、改正労働安全衛生規則が施

行されます。

熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」

「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義

務付けられることになります。

対象となるのは

「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環

境下で連続1時間以上又は1日4時間を超え

ての実施」が見込まれる作業です。

特に建設業や農業など野外で作業をする実施

者の皆様は、実習生及び特定技能外国人への

熱中症対策等をご周知頂きますようお願い致

します。

詳しくは厚生労働省ホームページ内「職場における熱中症対策の強化について」をご確認ください。

6月より熱中症対策が義務化されます


